
ー ． 両 件 嘩 藩 鵡 符 訪 耳 か 疎 童 牌 轟   

（ N ）  「 同 報 輝 敵 討 詩 彗 瀬 幕 磋 掛 」  8 繁 雑    

蔀 罪 知 謬 淋 粟 市 岡 猟 場 献 目 岩 壁 耕 蒜 磋 桝 吋 軸 仰 ノ 洋 8 僻 淋 呼 J 普 眈 化 か 0    

・ 阿 蘇 輝 掛 目 蒜 帥 班 壮 聖 （ 閻 彗 薄 儀 禅 的 恵 ） ノ 砂 固 阿 蘇 蝉 鮎 目 昌 平 画 8 扇 島    

・ 襲 崗 竜 顔 阿 蘇 樽 駄 目 昌 平 画 8 沸 勒 囲 繭   

・ 蔀 渾 軸 3 蕃 和 藤 森 麺 胞 ・ 蕃 和 束 藩 轟 櫛 盲 汝 亘 ふ ヰ 一 代 ゝ 市 帝 ・ ＞ 苛 請 来 亜 8 溺 牌    

・ 聞 落 輝 献 日 昌 声 紋 耳 か 猟 淋 蔀 謁 8 刊 新 市 溺 ヰ か 溺 牌    

・  舟 8 直   

（ こ  「 岡 野 率 嘩 渾 慨 帯 磋 敏 薯 」  8 薄 霞 親 米 （ 翌 貰 ）    

聞 落 茄 桔 停 倒 幕 磋 兢 彗 符 葦 吟 蹄 画 溺 謄 碧 姶 （ 洋 画 ・ 知 和 て ぇ モ ）  呼 雑 草 ノ 舟 8 ↓ 市 労 8 ∽ J 8 ≠ 首 皇 √ q ナ 豆 －   

卜  （ 粟 如 て え モ ）  呼 融 （ ○    

・  同 激 職 払 出 詩 聖 画 ≠ 口 ℃ H q  T ≠ － ト    

・ 箆 岳 寸 ¶ ・ 苅 淋 斎 謁 節 藩 謀 磋 ≠ □ ℃ H u  T ≠ － ト    

・  同 笥 請 来 謬 ゆ 竣 瀬 ≠ 口 ℃ H q  T ≠ － ト   

（ 巴  「 定 演 ヤ 句 ・ 瀞 椒 諒 親 許 藩 嵩 磋 掛 」 8 繁 雑    

蝉 藩 初 市 蕗 其 寸 ¶ ・ 藩 淋 罫 親 許 藩 蒜 磋 腑 呼 嘲 碑 ノ 斉 8 嚇 淋 呼 J 誉 眈 化 か 0    

・ 誌 轟 † 慧 芸 言 蟄 堕 等 温 芸 芯 商 学 望 遠 § 車 掌 豊 芸    

・ 謁 漱 義 範 8 コ 諸 相 部 落 市 溺 ヰ か 溺 牌 舟 8 昏   
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2．都道府県における体制整備   

上記の厚生労働省における体制整備を参考にしつつ、各都道府県においても、トップのリーダーシップの下、関係  

部局が連携して総合的な取組を行う推進体制の整備を図っていただきたい。例として次のような取組が考えられる。  

（1）部局横断の総合的な推進本部   

・知事又は副知事をトップとした総合的な推進本部を置く。   
・ ■ 保健、医療、福祉（介護）、県立病院の担当部局のほか、総務企画部局もメンバーに参画する。   

・ テーマに応じて適宜プロジェクトチームやワーキングチームを設置する。   

・外部の関係者や有識者等の意見を聴くことも重要であり、検討会、懇談会等の意見交換の場を設ける。  

（2）医療費適正化対策の担当組織   

・都道府県医療費適正化計画の策定等の医療費適正化対策のとりまとめとなる課室を定め、専門に担当する係  

又はチームを置く。  

庁内の関係部署との調整等を円滑に行うため、（1）の総合的な推進本部の下に、都道府県医療費適正化計画  

策定のためのプロジェクトチーム又はワーキングチームを設ける。  

（参考）構成メンバーとして考えられる例  

保健福祉部局の筆頭部署、国民健康保険担当、老人医療担当、医務担当課、介護保険担当、  

高齢者保健福祉担当、健康増進対策担当、地域保健担当、  

総務部局・企画部局   

・（1）と同様、外部の関係者や有識者等から構成される検討会、懇談会等の意見交換の場を設ける。その際、  

「老人医療費の伸びを適正化するための指針」に基づく検討会、懇談会等が既に設置されている都道府県にお  

いては、こうした既存の枠組みを活用することも考えられる。  
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（次官・局長レベル）  
医療構造改革推進本部の組織  

本 部 長   厚生労働大臣   

本部長代理  （総括）副大臣（本部長の指名する者）  

大臣政務官（本部長の指名する者）   

（総括）事務次官  

副本部長  厚生労働審議官  

社会保険庁長官   

官房長  
総括審議官  

技術総括審議官  

統計情報部長  

医政局長  

健康局長  

医薬食品局長  

雇用均等一児童家庭局長  

本 部 員  老健局長  

保険局長  

政策統括官（社会保障担当）  

北海道厚生局長  

東北厚生局長  

関東信越厚生局長  

東海北陸厚生局長  

近畿厚生局長  

中国四国厚生局長  

四国厚生支局長  

九州厚生局長  

社会保険庁次長  

社会保険庁運営部長   

総合企画調整部会   

事務次官、厚生労働審言義官、政策統括官（社   

会保障担当）、医政局長、健康局長、老健局長、   

保険局長  

【事務局】   

一事務局長二社会保障担当参事官   

・事務局次長：大臣官房参事官、政策評価官   

・庶務：関係局の協力を得て、社会保障担当参事官室   

〈時々の重要課題に応じて適宜PTを設置。当面、次の3PT  

を置く。〉  
（課長レベル）  

医療費適正化計画PT  

医療責適正化計画と3計画（医療計画、健康増進計  

画、介護保険事業支援計画）の整合性のとれた策  
定・見直し作業のための進行管理、調整  

保険局（事務局）、医政局、健康局、老健局  

（課長レベル）  

地域ケア■療養病床転換推進PT  

各地域の将来ニーズや社会資源の状況に即した地  

域ケア体制の計画的な整備を進めるための指針の  

策定、療養病床の円滑な転換に関する調整  

老健局（事務局）、保険局、医政局  

（課長レベル）  【事務局】  

ヰ務局長：社会保障担当参事官   医師確保総合対策PT  

・事務局次長：医政局総務課長、健康局総務課長、  

老健局総務課長、保険局総務課長  

・庶務：保険局総務課の協力を得て、社会保障担  

当参事官室  

・へき地等の地域や小児救急医療、産科医療等の  

分野での医師偏在や、病院勤務医を中心とした医  
師確保問題への対策（医療事故等の原因究明制  

度等の検討を含む。）に関する調整  

医政局（事務局）、保険局、雇児局   
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